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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

 平成19年６月28日に提出いたしました第26期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一

部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

  

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

第４ 提出会社の状況 

６ コーポレート・ガバナンスの状況 

第６ 提出会社の株式事務の概要 

  

３【訂正箇所】 

 訂正箇所は     を付して表示しております。 

  

  

 



第一部【企業情報】 
  

第４【提出会社の状況】 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  （訂正前） 

１．～７． ＜省略＞ 

  

８．株主総会の特別決議要件 

＜省略＞ 

  

  （訂正後） 

１．～７． ＜省略＞ 

  

８．自己の株式の取得 

 当社は、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができ

る旨定款に定めております。これは経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを目的とする

ものであります。 

  

９．株主総会の特別決議要件 

＜省略＞ 

  

  

第６【提出会社の株式事務の概要】 
  

  （訂正前） 

＜表省略＞ 

 （注） 平成19年３月20日開催の取締役会において、株主名簿管理人事務取扱場所の変更が決議され、次のとおりとなりました。

（平成19年５月７日から実施） 

取扱場所  大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  

  （訂正後） 

＜表省略＞ 

 （注）１．当社定款の定めにより、当社の株主（実質株主を含む。）は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第２項

各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集

新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を行使できないこととなってお

ります。 

２．平成19年３月20日開催の取締役会において、株主名簿管理人事務取扱場所の変更が決議され、次のとおりとなりまし

た。（平成19年５月７日から実施） 

取扱場所  大阪市北区堂島浜一丁目１番５号 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 
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